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は
か
り
の
定
期
検
査

　

取
引
や
証
明
に
使
用
さ
れ
る
使

用
中
の
「
は
か
り
」
は
２
年
に
一

度
、
定
期
検
査
の
受
検
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
東
京
都
の
検

査
代
行
機
関
の
検
査
員
が
対
象
の

店
舗
に
直
接
訪
問
し
ま
す
。

■
訪
問
時
期
７
月
６
日
（
木
）
〜

２０
日
（
木
）
※
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く

i
経
済
課
消
費
生
活
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
１
）

食
品
の
放
射
能
を
測
定

d
毎
週
金
曜
日
（
１
日
１
検
体
）

b
上
之
原
会
館

u
セ
シ
ウ
ム
１３４
と
セ
シ
ウ
ム
１３７
の

合
計
数
値
（
ベ
ク
レ
ル
）

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

（
営
利
目
的
は
除
く
）

■
測
定
者
市
放
射
能
測
定
器
運
営

連
絡
協
議
会

■
測
定
結
果
申
込
者
に
市
か
ら
直

接
通
知
し
ま
す

m
電
話
で
経
済
課
へ
予
約
し
、
後

日
、
指
定
日
に
食
品
約
２００
㏄
（
細

か
く
砕
い
た
状
態
）
を
直
接
持
参

し
て
く
だ
さ
い

i
経
済
課
消
費
生
活
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
１
）

貴
重
な
歴
史
資
料
の
収
集

　

市
で
は
、
小
金
井
由
来
で
歴
史

的
価
値
の
あ
る
貴
重
な
文
書
や
写

真
・
陶
磁
器
等
を
集
め
て
い
ま

す
。
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
ご
家

庭
で
廃
棄
す
る
前
に
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

【
実
際
に
提
供
い
た
だ
い
た
資
料

の
例
】

学校・地域の写真小金井桜関係

i
生
涯
学
習
課
文
化
財
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
７
９
）

固
定
資
産
税
の

減
額
制
度

【
耐
震
改
修
工
事
に

　
伴
う
減
額
】

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
耐
震

改
修
工
事
を
行
っ
た
既
存
住
宅

の
翌
年
度
分
（
通
行
障
害
既
存

耐
震
不
適
格
建
築
物
で
あ
っ
た

場
合
は
、
改
修
後
２
年
度
分
）

の
固
定
資
産
税
（
家
屋
分
）
を

申
告
に
よ
り
、
２
分
の
１
（
長

期
優
良
住
宅
は
３
分
の
２
）
減

額
し
ま
す
。

■
申
告
期
限
改
修
工
事
後
３
か

月
以
内

【
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
に 

　
伴
う
減
額
】

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た

既
存
住
宅
の
翌
年
度
分
の
固
定

資
産
税
（
家
屋
分
）
を
申
告
に

よ
り
、３
分
の
１
減
額
し
ま
す
。

■
申
告
期
限
改
修
工
事
後
３
か

月
以
内

【
省
エ
ネ
改
修
工
事
に

　
伴
う
減
額
】

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
省
エ

ネ
改
修
工
事
（
熱
損
失
防
止
改

修
工
事
）
を
し
た
住
宅
の
翌
年

度
分
の
固
定
資
産
税
（
家
屋

分
）
を
申
告
に
よ
り
、
３
分
の

１
（
長
期
優
良
住
宅
は
３
分
の

２
）
減
額
し
ま
す
。

■
申
告
期
限
改
修
工
事
後
３
か

月
以
内

【
長
期
優
良
住
宅
建
築
に

　
伴
う
減
額
】

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
長
期

優
良
住
宅
認
定
を
受
け
た
新
築

住
宅
に
つ
い
て
、
申
告
に
よ
り

５
年
度
分
（
建
築
確
認
申
請
書

で
３
階
建
て
以
上
の
中
高
層
耐

火
、
準
耐
火
住
宅
と
確
認
で
き

る
も
の
は
７
年
度
分
）
の
固
定

資
産
税
（
家
屋
分
）
を
減
額
し

ま
す
。

■
申
告
期
限
新
築
し
た
年
の
翌

年
の
１
月
３１
日
ま
で

e
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
に
つ

い
て
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指

導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課

（
☎
０４２

−

４６４

−

２
１
５
４
）
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

―
―
◇
共
　
通
◇
―
―

■
申
告
書
配
布
場
所
等
資
産
税

課（
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階
）、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■
注
意
事
項
新
築
軽
減
な
ど
他

の
減
額
措
置
と
同
時
に
適
用
は

で
き
ま
せ
ん
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
工
事
と
省
エ
ネ
改
修
工
事

は
、
同
時
に
適
用
で
き
ま
す
）

e
要
件
等
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

m
所
定
の
申
告
書
に
必
要
事
項

を
明
記
し
、
必
要
書
類
を
添
え

て
、
資
産
税
課
家
屋
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
１
）
へ

【
そ
の
他
の
住
宅
改
修
を

　
支
援
す
る
制
度
】

▽
木
造
住
宅
耐
震
改
修
等
助
成

金
＝
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅

係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
６
１
）

▽
重
度
の
下
肢
・
体
幹
機
能
障

が
い
等
が
あ
る
方
へ
の
住
宅
設

備
改
善
支
援
＝
自
立
生
活
支
援

課
相
談
支
援
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
１
）

▽
自
立
支
援
の
た
め
の
住
宅
改

修
＝
介
護
福
祉
課
高
齢
福
祉
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
４
３
）

▽
介
護
保
険
制
度
の
住
宅
改
修

＝
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
２
）

　夏は光化学スモッグが発生しやすい時
期です。特に朝から日差（ひざ）しが強
い、気温が高い、風が弱いなどの気象条
件が重なった場合に発生しやすくなりま
す。
　もやがかかったような視界だったり、
遠くを見たときに建物がかすんで見える
場合は、光化学スモッグが発生している
可能性があります。
【発生のお知らせ】
　注意報（警報）が発令されたときは、
小・中学校、公民館などの市の施設や駅
などに連絡し、各施設で「注意報（警報）
発令中」の黄色い表示板を掲げてお知ら
せします。
【注意報（警報）が出されたら】
　できるだけ外出を避け、屋外での運動
は控えてください。
【被害にあったとき】
　目がチカチカしたり、のどが痛くなっ
たら、すぐに洗眼やうがいをしてくださ
い。

　それでも良くならないときや気持ちの
悪いときは、屋内や木陰などの涼しいと
ころで安静にすることが大切です。
　症状の重いときは医師の診察を受け、
環境政策課までご連絡ください。
【発生を抑えるために】
　光化学スモッグは、塗料や薬品などか
ら発生するＶＯＣ（揮発性有機化合物）
や自動車の排気ガス等による大気の汚染
が原因であると言われています。
　光化学スモッグ発生を抑えるために、
ＶＯＣを排出する工場や事業所は塗料や
薬品の適正な使用・保管・貯蔵管理をし
てください。市民の皆さんもできるだけ
自動車の使用は控え、自転車・バス・電
車を利用しましょう。また、やむをえず
自動車を使用する方は、可能な限りアイ
ドリングストップにご協力ください。

――◇共　通◇――
i環境政策課環境係（☎０４２−３８７−
９８１７）

光化学スモッグにご注意を光化学スモッグにご注意を

　

日
中
、
市
役
所
に
来
ら
れ
な

い
方
や
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
に
よ
る
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利

用
で
き
な
い
方
は
、
そ
の
他
の

請
求
方
法
に
よ
り
、
証
明
書
等

が
交
付
請
求
で
き
ま
す
。
な

お
、
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合

は
本
人
直
筆
の
委
任
状
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
対
象
者
と
請
求

者
の
関
係
が
第
三
者
の
場
合

は
、
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
郵
送
請
求
】

　

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
の
全

部
・
個
人
事
項
証
明
書
等
が
交

付
請
求
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

日
数
が
１
週
間
程
度
か
か
り
ま

す
の
で
、
余
裕
を
も
っ
て
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。
請
求
書
（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
）、
手
数
料
分

の
郵
便
定
額
小
為
替
、
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
※
）
の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
、

返
信
用
封
筒
に
切
手
を
貼は

っ

て
、
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は

顔
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
を
含

む【
電
話
窓
口
制
度
】

　

電
話
で
申
請
し
、
指
定
し
た

取
扱
窓
口
で
住
民
票
の
写
し
・

除
か
れ
た
住
民
票
の
写
し
、
印

鑑
登
録
証
明
書
、
母
子
手
帳
、

戸
籍
の
附
票
・
除
籍
の
附
票
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

取
扱
窓
口
は
、
市
役
所
本
庁
舎

１
階
施
設
管
理
室
、
集
会
施
設

等
で
す
。
た
だ
し
、
印
鑑
登
録

証
明
書
お
よ
び
母
子
手
帳
の
受

け
取
り
は
、
施
設
管
理
室
の
み

で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間
月
曜
〜
金
曜
日
午

前
８
時
３０
分
〜
午
後
４
時

■
手
数
料
１
通
３００
円
（
母
子
手

帳
は
無
料
）

【
広
域
交
付
住
民
票
】

　

本
人
が
住
民
登
録
地
以
外
の

市
役
所
で
発
行
す
る
住
民
票
で

す
。
勤
務
先
や
外
出
先
で
住
民

票
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
本

籍
地
と
筆
頭
者
は
記
載
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
休
日
窓
口
や
電

話
窓
口
制
度
で
の
交
付
は
で
き

ま
せ
ん
。

■
必
要
書
類
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
（
顔
写
真
付
き
住
基
カ
ー

ド
を
含
む
。
暗
証
番
号
の
入
力

が
必
要
で
す
）、
そ
の
他
官
公

署
が
発
行
し
た
免
許
証
、
許
可

証
も
し
く
は
資
格
証
明
書
等

■
手
数
料
１
通
３００
円

―
―
◇
共
　
通
◇
―
―

i
市
民
課
市
民
係
（
〒
１８４

−

８

５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第

二
庁
舎
１
階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８

３
０
）

郵
送
請
求
・
電
話
窓
口
制
度
・

　
　
広
域
交
付
住
民
票
の
ご
案
内
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